
令和４年度 第２回加東市空家等対策審議会次第 

            日時：令和４年７月２８日（木）午前１０時００分～ 

            場所：加東市役所庁舎４階 ４０２会議室 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ 

３ 協議事項 

 (1) 加東市空家等対策計画（現行）のふりかえりについて 

 (2) 特定空家等の認定について 

 (3) その他 

４ 閉  会 
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（１）加東市空家等対策計画（現行）のふりかえり 

基本方針 

空家等は、個人の私有財産であるため、第一義的には、その所有者等が自己の

責任において適切に管理することを前提とします。 

    地域の安全・安心な住環境の形成と空家等の積極的な活用による活性化の両面

から、総合的に取り組みます。 

    周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については、既存法令に基づき必要な

助言・指導を行い、必要に応じて勧告・命令等所要の措置を講じます。 

    地域や多様な主体が役割や責務を認識し、相互に連携・協力を図りながら取り

組みます。 

これらの基本方針を踏まえ、空家等に対する４つの対策を展開してきた。 

４つの対策取組状況 

取組：〇実施済み、 ×未実施 

対策№ 対 策 名 具 体 施 策 取組 

対策１ 空家等の発生の抑制 

①所有者等への働きかけ  

②地域コミュニティの推進による空家化の予防  

対策２ 
管理不全な空家等の 

防止・解消 

①管理不全な空家等の防止  

②空家等の所有者等の特定  

③特定空家等の認定  

④既存法令の適切な運用  

⑤他法令による措置  

対策３ 空家等の有効活用 

①所有者等への働きかけ  

②空家バンクの活用促進  

③空家バンク登録物件の改修等に対する支援  

④他の施策等の連携による空家等の活用  

⑤空家等を活用した定住・移住促進  

⑥跡地の利活用  

⑦各種制度の総合案内  

対策４ 推進体制の構築 

①相談窓口の一元化  

②庁内の連携体制の整備  

③地区（自治会）・関係団体等の連携  

④空家等情報のデータベースの整備・更新  

基本理念  安全・安心な環境が整った、誰もが住み続けたいと思えるまち
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成果と今後の課題 

具 体 施 策 施策の成果 今後の課題と今後の施策（案） コメント、意見等 

対策１ 

①所有者等への働きかけ 

 固定資産税の納税通知書に空家に

関するチラシを同封し、建物所有者に

建物の適正管理を呼びかけた結果、所

有者から建物に関する相談が増え、空

家に関する意識啓発に繋がった。 

 空家等の発生抑制として、空家の処分、除却（補助制度）を

促すために固定資産税の納税通知書に空家に関するチラシの

同封を継続する。 

 対象者:約１９，０００通発送 

対策１ 

②地域コミュニティの推進による空家化の

予防 

 平成３０年度に人口減少、高齢化率

の高い地区に空家についての説明会

を実施したが、当時は人口減少、高齢

化の認識はあったものの、空家発生の

予防という考え方はなかった。 

 空家になり、周囲に迷惑がかかるよ

うになってから市へ対応を求めるこ

とが多くなった。 

 空家等活用促進特別区域制度（特区）指定を視野に、市内全

域に指定するのか、地区を指定するのか、またどのような活用

方針を設定していくのか、制度のしくみなどを整理した上で、

地区に対して特区についての説明会を開催する。 

対策２ 

①管理不全な空家等の防止 

 地区からの苦情や空家パトロール

の際に発見した管理不全の空家に対

して、文書などで注意喚起を行い、７

件解体・除却を行なった。 

 空家パトロールで把握している空家件数 ５０３件を改め

て調査し、危険度の高い物件のランク分けを行い、所有者に除

却を促す。 

対策２ 

②空家等の所有者等の特定 

 適正管理されていない空家（木々、

草の繁茂含む）の所有者を調査し、所

有者に対し、文書で注意喚起を行っ

た。 

 ５０３件の空家に対し、所有者の特定をする。  

対策２ 

③特定空家等の認定 

 空家等は個人の私有財産であり、所

有者の自己の責任において管理する

考えであったため、所有者に口頭や書

面で適正管理をお願いしてきた。 

 令和４年度から除却に対する補助

制度を創設し、今後は特定空家に認定

していく。 

 新たなランク分けで危険度の高い空家は、第三者に危害を及

ぼす空家とし、特定空家等に認定していく。 

対策２ 

④既存法令の適切な運用 

 空家法の規定による特定空家の認

定をしていないため、空家法に基づく

助言・指導は行っていないが、口頭・

文書による注意喚起を行った。 

 特定空家等の認定を行い、空家法による指導・助言を行う。 

 勧告、命令、行政代執行、略式代執行も検討する。 

対策２ 

⑤他法令による措置 

 市内は、市街化調整区域が多いた

め、除却、利活用する相談がある場合

に建築基準法、都市計画法の規制を説

明した。 

 空家等活用促進特別区域制度（特区）の指定に向けて、調査、

研究を行い、市街化調整区域内の指定を検討する。 

-2-



対策３ 

①所有者等への働きかけ 

 固定資産税の納税通知書に空家に

関するチラシを同封し、建物所有者に

建物の適正管理を呼びかけた。 

 令和２年度には、建物の利用実態に

関するアンケート調査を実施し、空家

バンクへの関心度を調査した。 

 空家等の有効活用として、空家バンクに登録してもらい、家

財処分の補助制度活用を促すとともに、空家の流通を促進する

ために固定資産税の納税通知書に空家に関するチラシの同封

を継続する。 

 また、アンケート調査の回答で空家バンクへの登録を希望し

た方には登録を促す。 

対策３ 

②空家バンクの活用促進 

 固定資産税の納税通知書に空家に

関するチラシを同封し、空家バンクの

認知度の向上、市ＨＰによる物件の掲

載により、問合せに応じ、利活用を推

進した。 

 空家バンクの運営方法、各協力事業者（不動産業者等）との

新たなしくみを構築する。 

対策３ 

③空家バンク登録物件の改修等に対する支

援 

 空家バンク登録物件を購入し、改修

する方に対しては、県の空き家活用支

援制度、加東市空家活用支援制度を活

用し、改修費用の一部を負担した。 

 空家内の家財処分に要する費用の

一部を補助する制度を創設した。 

 加東市空家家財処分支援事業補助金制度の活用件数を増や

し、登録物件を充実させる。 

 補助金額 家財処分に要した費用の２分の１ 上限 10 万円 

 条件：加東市空家バンク登録物件であること。 

対策３ 

④他の施策等の連携による空家等の活用 

 福祉、地域交流拠点の利活用の相談

はあったが、具体的な話までに至らな

かった。 

 補助メニューの充実を検討する。  

対策３ 

⑤空家等を活用した定住・移住促進 

 県の空き家活用支援制度、加東市空

家活用支援制度を活用し、定住・移住

を促進した。 

 空家バンク登録物件を充実させ、県、市の空家活用支援制度

で空家の流通を図り、制度活用の件数を増やす。 

 平成３０～令和３の空家活用支援事業利用実績（県・市） 

１１件 

対策３ 

⑥跡地の利活用 

 市街化区域の空家の跡地利用は、所

有者又は第三者が再建築などで跡地

利用があるが、市街化調整区域の跡地

については、都市計画法上の規制があ

ることから、解体後は更地のままの状

態が多い。 

 市街化調整区域にある空家を特区による規制緩和を図るの

か、特別指定区域制度で緩和を図るのかどちらが有効か検討し

ていく。 

対策３ 

⑦各種制度の総合案内 

 市街化調整区域の空家は、建物の面

積が大きく、販売希望価格が高額とな

り、お店をするなどの場合、用途の変

更が必要で都市計画上の規制を受け

る。 

 また農地付空家の希望があっても、

加東市では、農地取得には制限があり

認められていない。 

 特区を指定する場合、その地域にあった「活用方針」を検討

し、用途の規制を図る。 

 また、農地付空家の希望に対応するため農地取得の下限面積

（農業委員会）を検討する。 
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対策４ 

①相談窓口の一元化 

 空家等に関する相談については、現

課（都市政策課）で対応しており、相

続、登記などの問題については、専門

家に繋いでいる。 

 地域住民からの相談や通報につい

ては、相談内容に応じて、庁内関係部

門と連携をし、所有者に対し適切な管

理を行うよう、指導・助言を行なった。 

 空家に関する相談は、年間約３０件

程度、内容としては 

・空家の処分（解体含む） 

・相続問題 

・木々等の繁茂、小動物等による苦情 

・空家が市街化調整区域にあるなど 

 空家に関する相談は、内容が専門的なこともあるため、民間

の協力を得て、多角的な相談体制の構築に努める。 

対策４ 

②庁内の連携体制の整備 

 空家等対策審議会は設置している

が、空家等対策検討会議、空家等判定

委員会は設置していない。 

 空家等対策検討会議、空家等判定委員会は、現行の空家対策

計画では、内部的には設置しているが会議を開催する機会はな

かった。 

検討会議、判定委員会は廃止を予定している。 

対策４ 

③地区（自治会）・関係団体等の連携 

 令和２年度に市内各地区・（自治会）

に対し、地区内の空家の情報を収集を

依頼し、市で実施している空家パトロ

ールで把握している情報と突合した。 

 各地区のルールを把握すると共に、緩和できる部分を検討

し、移住定住希望者に情報提供し、移住定住を促進する。 

対策４ 

④空家等情報のデータベースの整備・更新 

 平成３０年度から空家パトロール

を実施し、空家件数の推移等を調査

し、年度毎に集計し、データベース化

している。 

データベース化した空家についてその場所を地図上に落と

し込む。 
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加東市空家等対策計画の成果指標

管理不全な空家等の件数
実態調査結果の
危険性の高い
空家等の件数

６８件 １８件 ３４件
危険性の高い空家等の減少
を図るための指標

空家等利活用件数

（累計）

空家等の活用が
進んだ件数

２件 １２件 １１件
空家等を良好な状態で活用
するための指標

空家バンク登録件数

（累計）

空家バンク登録
物件の件数

１０件 ６０件 ４８件
空家等の有効活用の促進を
図るための指標

空家等に関する相談件数

（累計）

空家等に関する
相談件数

４５件 ３００件 １５０件
空家等所有者等の意識を
高めるための指標

考え方
定義

指標
現状値
Ｈ２９

（２０１７）

目標値
Ｈ３４

（２０２２）

最終値
Ｒ４

（２０２２）

-5-






